
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

一
三
二

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

一
三
二

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

一
三
三

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件

一
三
三

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
三
件

一
三
三

○
土
地
区
画
整
理
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
三
四

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
三
件

一
三
四

公

告

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件

一
三
五

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

○
福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一
三
五

○
漁
業
法
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
手
続
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一
三
五

正

誤

○
昭
和
五
十
九
年
三
月
二
十
三
日
付
け
号
外
第
二
十
七
号
中

一
三
五

告

示

福
島
県
告
示
第
百
六
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
四
年
三
月
十

八
日
か
ら
同
年
七
月
十
八
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
二
本
松
市
産
業
部
商
工
課
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ヨ
ー
ク
タ
ウ
ン
二
本
松
イ
ン
タ
ー

福
島
県
二
本
松
市
成
田
町
一
丁
目
八
一
〇
番

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
ヨ
ー
ク
タ
ウ
ン
二
本
松
イ
ン
タ
ー

福
島
県
二
本
松
市
成
田
町
一
丁
目
八
一
〇
番
一
ほ
か

（
変
更
後
）
ヨ
ー
ク
タ
ウ
ン
二
本
松
イ
ン
タ
ー

福
島
県
二
本
松
市
成
田
町
一
丁
目
八
一
〇
番

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル

代
表
取
締
役

真
船

幸
夫

福
島
県
郡
山
市
谷
島
町
五
番
四
二
号

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル

代
表
取
締
役

真
船

幸
夫

福
島
県
郡
山
市
谷
島
町
五
番
四
二
号

株
式
会
社
サ
ン
ド
ラ
ッ
グ

代
表
取
締
役

貞
方

宏
司

東
京
都
府
中
市
若
松
町
一
丁
目
三
八
番
地
の
一

株
式
会
社
大
創
産
業

代
表
取
締
役

矢
野

靖
二

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
丁
目
四
番
一
四
号

三

変
更
し
た
年
月
日

令
和
四
年
二
月
二
十
六
日

四

届
出
年
月
日

令
和
四
年
三
月
一
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
四
年

三
月
十
八
日
か
ら
同
年
四
月
十
八
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
商

業
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日
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福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

鹿
島
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
い
わ
き
市
鹿
島
町
米
田
字
日
渡
五
番
地
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
村

土
地
改
良
区
か
ら
令
和
四
年
三
月
二
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
十
一
日

認
可
し
た
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
三
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
下
松

岩
瀬
郡
鏡
石
町
不
時
沼
一

変
更
前

一
二
・
〇
〜

四
・
〇

本
鏡
石
停

一
三
番
地
先
か
ら

一
二
・
〇

車
場
線

同

郡
同

町
不
時
沼
一

一
三
番
地
先
ま
で

変
更
後

一
二
・
〇
〜

四
・
〇

一
八
・
〇

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
三
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
原
町

南
相
馬
市
原
町
区
三
島
町

変
更
前

一
二
・
〇
〜

五
六
六
・
〇

浪
江
線

一
丁
目
八
八
番
一
地
先
か

二
九
・
八

ら同

市
原
町
区
上
町
一

変
更
後

一
二
・
〇
〜

五
六
六
・
〇

丁
目
六
五
番
二
地
先
ま
で

二
九
・
八

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
令
和
四
年
三
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
一
一
四
号

伊
達
郡
川
俣
町
小
綱
木
字
月
久
保
一
三

令
和
四
年
三
月
一
八
日

番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
小
綱
木
字
沢
二
二
番
九

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
令
和
四
年
三
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
下
松
本
鏡
石
停
車

岩
瀬
郡
鏡
石
町
不
時
沼
一
一
三
番
地
先

令
和
四
年
三
月
一
八
日

場
線

か
ら

同

郡
同

町
不
時
沼
一
一
三
番
地
先

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
令
和
四
年
三
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
原
町
浪
江
線

南
相
馬
市
原
町
区
三
島
町
一
丁
目
八
八

令
和
四
年
三
月
一
八
日

番
一
地
先
か
ら

同

市
原
町
区
上
町
一
丁
目
八
九
番

一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
七
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
富
岡

町
か
ら
富
岡
都
市
計
画
事
業
曲
田
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
換
地
処
分
を
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

福
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

県
北
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
福
島
市
流
域
関
連
公
共
下
水

道
）

三

事
業
認
可
の
年
月
日

昭
和
六
十
二
年
九
月
二
十
九
日

四

事
業
施
行
期
間

（
変
更
前
）

昭
和
六
十
二
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

（
変
更
後
）

昭
和
六
十
二
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日
福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号
の
事
業

地
に
福
島
市
飯
坂
町
平
野
字
小
三
郎
内
、
字
北
、
字
久
根
角
、
字
久
根
際

及
び
字
西
石
堂
、
北
矢
野
目
字
壇
ノ
腰
、
笹
木
野
字
西
原
、
南
沢
又
字
古

舘
、
字
本
田
及
び
字
道
南
、
下
野
寺
字
遠
原
、
町
庭
坂
字
町
下
、
字
遠
原

一
、
字
遠
原
二
及
び
字
原
中
、
八
島
田
字
大
堰
場
、
字
上
干
損
田
及
び
字

中
島
、
大
森
字
関
場
並
び
に
田
沢
字
宮
ノ
前
の
各
一
部
を
加
え
る
。

使
用
の
部
分

な
し

（
下
水
道
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

桑
折
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

県
北
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
桑
折
町
公
共
下
水
道
）

三

事
業
認
可
の
年
月
日

昭
和
六
十
三
年
九
月
二
十
七
日

四

事
業
施
行
期
間

（
変
更
前
）

昭
和
六
十
三
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

（
変
更
後
）

昭
和
六
十
三
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

（
下
水
道
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

国
見
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

県
北
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
国
見
町
公
共
下
水
道
）

三

事
業
認
可
の
年
月
日

昭
和
六
十
三
年
九
月
二
十
七
日
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四

事
業
施
行
期
間

（
変
更
前
）

昭
和
六
十
三
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

（
変
更
後
）

昭
和
六
十
三
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

（
下
水
道
課
）

公

告

公
告
第
六
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

原
町
東
地
区
に
係
る
県
営
農
地
災
害
復
旧
事
業
（
平
成
二
十
三
年
災
）
の
工
事
は
、
令
和
三
年
七
月
二

十
九
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

片

山

亜

優

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
運
営
規
程
（
昭
和
五
十
九
年
福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告

示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

漁
業
法
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
手
続
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

片

山

亜

優

漁
業
法
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
手
続
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

漁
業
法
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
手
続
規
程
（
平
成
七
年
福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
六
十
九
条
並
び
に
第
八
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
八
十
六
条
第
一
項
（
免
許
後
に
条

件
を
付
け
る
場
合
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
「
第
九
十
三
条
第
一
項
（
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
の
規
定
を

法
」
を
、
「
第
八
十
八
条
第
四
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

を
加
え
、
「
で
」
を
「
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
条
、
第
八
条
第
一
項
並
び
に
第
九
条
中
「
第

七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
条

第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
当
事
者
等
」
を
「
当
事
者
及
び
当
該
不

利
益
処
分
が
さ
れ
た
場
合
に
自
己
の
利
益
を
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
参
加
人
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
、
「
請
求
者
」
を
「
当
事
者
又

は
参
加
人
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

正

誤

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

○
昭
和
五
十
九
年
三
月
二
十
三
日
付
け
号
外
第
二
十
七
号
中

七

上

後
ろ
か

規
定

規
程

ら
一
四


